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１ 趣旨 

横浜市技能文化会館の第５期指定管理者の選定に関し、横浜市技能文化会館指定管理者選

定評価委員会（以下、「選定評価委員会」という。）は、応募者から提出された書類及び応

募者との面接により、審査を行いました。 

以下、その経過等とともに、審査の結果に基づき、指定候補者の選定及び次点候補者の決

定に関する意見を申し述べます。 

 

２ 選定評価委員会 委員（50 音順）◎委員長 

  石田 あゆみ（一般社団法人全日本司厨士協会関東総合地方本部 神奈川県本部所属） 

蟹澤 宏剛 （芝浦工業大学建築学部建築学科教授） 

  河野 奈月 （関西大学 法学部准教授） 

  酒井 和美 （一般社団法人神奈川中小企業診断士会 理事） 

◎ 中條 祐介 （横浜市立大学 理事 副学長） 

 

３ 経過 

 項目 日程 

◆第１回選定評価委員会（傍聴者なし ※途中から非公開） 令和６年 12 月９日（月） 

◆公募要項の配布（ホームページにて公表） 令和７年１月 ９日（月）～ 

◆現地見学会及び応募説明会 

（５団体参加） 

令和７年１月 17 日（金） 

１月 20 日（月） 

◆公募要項等に関する質問受付 

（３団体提出） 

令和７年２月３日（月） 

～２月７日（金） 

◆公募要項等に関する質問への回答 令和７年２月 25 日（火） 

◆応募書類の受付 
令和７年３月 10 日（月） 

～３月 14 日（金） 

◆第２回選定評価委員会（面接審査） 令和７年５月 19 日（月） 

 

４ 評価方法 

  選定評価委員会では、応募者から提出された書類並びに各応募者からのプレゼンテーショ

ン及び質疑からなる面接の結果に基づき、あらかじめ「横浜市技能文化会館 指定管理者公

募要項」に定めていた評価基準項目に従って、各応募者の評価を行いました。 

  なお、評価は、各委員が 110 点満点（ただし、市内中小企業等はさらに+5 点）で採点しま

した。 



 ＜評価基準項目＞ 

項目 配点 

１ 団体の状況 10 

 団体の状況（財務状況を含む。） 10 

２ 事業の企画・実施 40 

 (1) 技能職の振興に関する事業の企画・実施 15 

 (2) 雇用による就業の機会の確保に関する事業の企画・実施 15 

 (3) 勤労者の福祉の増進及び文化の向上に関する事業の企画・実施 10 

３ 施設の運営に関する業務 25 

 (1) 開館日等の設定、利用料金の設定・徴収及び貸出しに関する業務 10 

 (2) 施設の利用促進及び広報・PR 事業 5 

 (3) 職員の確保、配置及び育成 5 

 (4) 個人情報保護、情報公開、人権尊重、環境への配慮、市内中小企業優先発

注など、市の重要施策を踏まえた取組 

5 

４ 施設の管理に関する業務 15 

 (1) 建物及び設備の維持保全並びに管理・修繕 5 

 (2) 事故防止・防災等に係る取組 10 

５ 収支計画等及び指定管理料 20 

 (1) 収支計画等 5 

 (2) 指定管理料の額 15 

合計 110 

加点項目 5 

 市内中小企業等であるか 5 

 

 

【最低制限基準】 

  全委員の総得点（550 点）のうち半分（275 点）に満たない場合、選定から除外する。 

 

【同点だった場合の取り扱い】 

  同点だった場合、以下の順序で上位の応募者を指定候補者とする。 

（１） 評価項目「２ 事業の企画・実施」の合計点が上位の者  

（２） 採点において S が多い者 

（３） 採点においてＤ以下の数が少ない者 

 

 



５ 応募者の制限 

  応募者について、応募書類により、公募要項に定める応募の資格を持ち、欠格事項に該当

しないことを確認しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 応募者（申込受付順） 

    ・株式会社明日葉 

・公益財団法人横浜市シルバー人材センター 

・ヒューマンアカデミー株式会社 

 

 

 

公募要項（抜粋） 

(5) 応募条件等について 

ア 応募者の資格 

法人その他の団体、または複数の法人等が共同する共同事業体であること（法人格は

不要。ただし個人は除く） 

イ 欠格事項 

次に該当する団体は、応募することができません。 

(ｱ) 法人税、法人市民税、消費税及び地方消費税等の租税を滞納していること  

 (ｲ) 労働保険（雇用保険・労災保険）及び社会保険（健康保険・厚生年金保険）へ

の加入の必 要があるにも関わらず、その手続きを行っていないもの 

(ｳ) 会社更生法・民事再生法による更生・再生手続中であること                

(ｴ) 指定管理者の責めに帰すべき事由により、２年以内に指定の取消を受けたもの

であること  

(ｵ) 地方自治法施行令第 167 条の４の規定により、横浜市における入札参加を制

限されている こと  

(ｶ) 選定評価委員が、応募しようとする団体の経営又は運営に直接関与しているこ

と  

(ｷ) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 

号）第２条 第２号に規定する暴力団をいう。）又は暴力団経営支配法人等（横

浜市暴力団排除条例（平成 24 年９月横浜市条例第 55 号）第２条第５号に規定

する暴力団経営支配法人等をいう。）であ ること ※本項目については、提出い

ただく「役員等氏名一覧表（様式３）」により、横浜市から神奈 川県警察本部

に対し調査・照会を行います。  

(ｸ) ２年以内に労働基準監督署から是正勧告を受けていること（仮に受けている場

合には、必 要な措置の実施について労働基準監督署に報告済みでないこと） 



７ 審査結果 

 (1) 総得点（詳細については、別紙採点結果参照） 

・株式会社明日葉             448 点   

・公益財団法人横浜市シルバー人材センター 407 点 

・ヒューマンアカデミー株式会社      442 点 

 

(2) (1)の結果を踏まえ、指定候補者及び次点候補者については、以下のとおりとすること 

が適当と考えます。 

指定候補者 株式会社明日葉 

次点候補者 ヒューマンアカデミー株式会社 

 

８ 講評 

(1) 指定候補者：株式会社明日葉 

    来館者の増加に向けた取り組みだけでなく、技能職者の作品販売の取り組み等、技能職

振興に対する強い意思が感じられた。 

(2) 次点候補者：ヒューマンアカデミー株式会社 

    自社の有力コンテンツの提供など魅力ある事業の企画は評価できる一方で、それらが収

支計画にどのように反映されているのか曖昧な点が懸念点として指摘された。 
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２　事業の企画・実施

３　施設の運営に関する業務

４　施設の管理に関する業務

５　収支計画等及び指定管理料

小 計

合計

評価項目 配点

株式会社明日葉
公益財団法人

横浜市シルバー人材センター
ヒューマンアカデミー株式会社

１　団体の状況（財務状況を含む。）
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